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(57)【要約】
【課題】手動による画面切り替え操作を必要とすること
なく、状況に応じた情報を自動的に表示する。
【解決手段】ベッドサイド端末は、パルスオキシメータ
や呼吸センサから患者の生体情報を取得し、取得された
生体情報を表示する画面を含む複数の画面を切り替え表
示可能となっている。また、ベッドサイド端末には、各
イベントに対して、当該イベントの後に表示部に表示さ
れる表示画面が対応付けられた表示画面対応テーブルが
記憶されている。ベッドサイド端末は、所定のイベント
が検出された場合に（ステップＳ１；ＹＥＳ）、当該所
定のイベントに対応付けられている表示画面を表示画面
対応テーブルから読み出し（ステップＳ２）、当該読み
出された表示画面を表示部に表示させるよう画面を切り
替える（ステップＳ３）。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の生体情報を取得する生体情報取得手段と、
　前記取得された生体情報を表示する画面を含む複数の画面を切り替え表示可能な表示手
段と、
　所定のイベントに対して、当該所定のイベントの後に前記表示手段に表示される表示画
面が対応付けられて記憶されている記憶手段と、
　前記所定のイベントを検出する検出手段と、
　前記検出手段により前記所定のイベントが検出された場合に、当該所定のイベントに対
応付けられている表示画面を前記記憶手段から読み出し、当該読み出された表示画面を前
記表示手段に表示させるよう画面を切り替える表示制御手段と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記記憶手段には、前記所定のイベントに対して、複数の表示画面とその優先順位が対
応付けられて記憶されており、
　前記表示制御手段は、前記検出手段により前記所定のイベントが検出された場合に、当
該所定のイベントに対応付けられている複数の表示画面のうち最も優先順位が高い表示画
面を前記記憶手段から読み出す請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記所定のイベントに対して、所定の期間内に行われたユーザー操作に基づく前記表示
手段における画面遷移を示す画面遷移履歴情報を保存する履歴情報保存手段と、
　前記履歴情報保存手段に保存されている前記所定のイベントに対する画面遷移履歴情報
に基づいて、前記記憶手段に記憶されている前記所定のイベントに対応付けられている複
数の表示画面とその優先順位を更新する更新手段と、
　を備える請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記所定の期間は、前記検出手段により前記所定のイベントが検出されてから一定時間
が経過するまでの期間である請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記所定のイベントは、前記生体情報における異常の発生であり、
　前記所定の期間は、前記検出手段により前記生体情報における異常の発生が検出されて
いる期間である請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記所定のイベントは、前記生体情報における異常の発生であり、
　前記所定の期間は、前記検出手段により前記生体情報における異常の発生が検出されて
から、前記生体情報における異常が解消された後一定時間が経過するまでの期間である請
求項３に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記所定のイベントに関する補足情報を入力するための入力手段を備え、
　前記履歴情報保存手段は、前記入力された補足情報を前記所定のイベントと対応付けて
保存する請求項３から６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　当該情報処理装置との間でデータ通信可能な表示装置に対して、前記表示手段に表示さ
れる表示画面と同じ画面を表示するための情報を送信する送信制御手段と、
　前記所定のイベントに対して、前記所定の期間内に行われたユーザー操作に基づく前記
表示装置における画面遷移を示す第２の画面遷移履歴情報を前記表示装置から取得する履
歴情報取得手段と、
　を備え、
　前記更新手段は、さらに、前記所定のイベントに対する第２の画面遷移履歴情報に基づ
いて、前記記憶手段に記憶されている前記所定のイベントに対応付けられている複数の表
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示画面とその優先順位を更新する請求項３から７のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　患者の生体情報を取得する生体情報取得手段と、前記取得された生体情報を表示する画
面を含む複数の画面を切り替え表示可能な表示手段と、所定のイベントに対して、当該所
定のイベントの後に前記表示手段に表示される表示画面が対応付けられて記憶されている
記憶手段と、を備える情報処理装置における画面切り替え方法であって、
　前記所定のイベントを検出する工程と、
　前記所定のイベントが検出された場合に、当該所定のイベントに対応付けられている表
示画面を前記記憶手段から読み出す工程と、
　前記読み出された表示画面を前記表示手段に表示させるよう画面を切り替える工程と、
　を含む画面切り替え方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び画面切り替え方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、病院内で患者から動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）や脈拍数等の生体情報を継続的
に測定し、異常の有無を監視するモニタリングシステムが使用されている。看護師等の医
療従事者は、ベッドサイドに設けられたベッドサイド端末やナースステーションのモニタ
リング装置に表示される生体情報の測定データを確認する。
【０００３】
　例えば、患者の生体信号を基に複数の生体パラメーターの測定を行う携帯型医療機器に
おいて、複数の生体パラメーターの少なくとも一部の情報を表示する第１画面と、第１画
面と少なくとも一部が異なる第２画面と、をユーザー操作に基づいて切り替えるものが提
案されている（特許文献１参照）。この携帯型医療機器では、生体パラメーターの異常判
定に応じて、表示する生体パラメーターの優先順位を変更している。
【０００４】
　また、患者から測定された生体情報、患者の容体に関連するイベント、所定の時刻から
の経過時間を表示する生体情報モニター装置において、実施が完了したイベントを表示領
域から削除したり、実施予定時刻を経過しても実施が完了していないイベントがある場合
に、警告を報知したりするものが提案されている（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－２０２４２２号公報
【特許文献２】特開２０１５－８４８７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、看護師等の医療従事者が容体が悪化した患者のもとに駆け付けた際には
、患者への対応が忙しく、ベッドサイド端末に必要な情報を表示させるために操作を行い
、画面を切り替える時間がない。
【０００７】
　特許文献１では、測定値から容体悪化を検出して、生体パラメーターの表示の優先順位
を切り替えることが可能であるが、必要な情報にアクセスするためには、ユーザーが手動
で画面切り替え操作を行わなければならない。患者への迅速な対応が求められる状況にお
いて、画面を切り替えるための操作を行うことは、操作者にとって負担が大きかった。
【０００８】
　また、特許文献２に記載の技術は、単に実施が完了したイベントを表示領域から削除し
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たり、イベントの実施予定時刻に応じて当該イベントの表示領域を点滅表示させたりする
ものであり、ユーザーが確認したい画面に切り替えるものではなかった。
【０００９】
　本発明は、上記の従来技術における問題に鑑みてなされたものであって、手動による画
面切り替え操作を必要とすることなく、状況に応じた情報を自動的に表示することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、患者の生体情報を取得する生体
情報取得手段と、前記取得された生体情報を表示する画面を含む複数の画面を切り替え表
示可能な表示手段と、所定のイベントに対して、当該所定のイベントの後に前記表示手段
に表示される表示画面が対応付けられて記憶されている記憶手段と、前記所定のイベント
を検出する検出手段と、前記検出手段により前記所定のイベントが検出された場合に、当
該所定のイベントに対応付けられている表示画面を前記記憶手段から読み出し、当該読み
出された表示画面を前記表示手段に表示させるよう画面を切り替える表示制御手段と、を
備える情報処理装置である。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、前記記憶手段には
、前記所定のイベントに対して、複数の表示画面とその優先順位が対応付けられて記憶さ
れており、前記表示制御手段は、前記検出手段により前記所定のイベントが検出された場
合に、当該所定のイベントに対応付けられている複数の表示画面のうち最も優先順位が高
い表示画面を前記記憶手段から読み出す。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の情報処理装置において、前記所定のイベン
トに対して、所定の期間内に行われたユーザー操作に基づく前記表示手段における画面遷
移を示す画面遷移履歴情報を保存する履歴情報保存手段と、前記履歴情報保存手段に保存
されている前記所定のイベントに対する画面遷移履歴情報に基づいて、前記記憶手段に記
憶されている前記所定のイベントに対応付けられている複数の表示画面とその優先順位を
更新する更新手段と、を備える。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の情報処理装置において、前記所定の期間は
、前記検出手段により前記所定のイベントが検出されてから一定時間が経過するまでの期
間である。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項３に記載の情報処理装置において、前記所定のイベン
トは、前記生体情報における異常の発生であり、前記所定の期間は、前記検出手段により
前記生体情報における異常の発生が検出されている期間である。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、請求項３に記載の情報処理装置において、前記所定のイベン
トは、前記生体情報における異常の発生であり、前記所定の期間は、前記検出手段により
前記生体情報における異常の発生が検出されてから、前記生体情報における異常が解消さ
れた後一定時間が経過するまでの期間である。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、請求項３から６のいずれか一項に記載の情報処理装置におい
て、前記所定のイベントに関する補足情報を入力するための入力手段を備え、前記履歴情
報保存手段は、前記入力された補足情報を前記所定のイベントと対応付けて保存する。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、請求項３から７のいずれか一項に記載の情報処理装置におい
て、当該情報処理装置との間でデータ通信可能な表示装置に対して、前記表示手段に表示
される表示画面と同じ画面を表示するための情報を送信する送信制御手段と、前記所定の
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イベントに対して、前記所定の期間内に行われたユーザー操作に基づく前記表示装置にお
ける画面遷移を示す第２の画面遷移履歴情報を前記表示装置から取得する履歴情報取得手
段と、を備え、前記更新手段は、さらに、前記所定のイベントに対する第２の画面遷移履
歴情報に基づいて、前記記憶手段に記憶されている前記所定のイベントに対応付けられて
いる複数の表示画面とその優先順位を更新する。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、患者の生体情報を取得する生体情報取得手段と、前記取得さ
れた生体情報を表示する画面を含む複数の画面を切り替え表示可能な表示手段と、所定の
イベントに対して、当該所定のイベントの後に前記表示手段に表示される表示画面が対応
付けられて記憶されている記憶手段と、を備える情報処理装置における画面切り替え方法
であって、前記所定のイベントを検出する工程と、前記所定のイベントが検出された場合
に、当該所定のイベントに対応付けられている表示画面を前記記憶手段から読み出す工程
と、前記読み出された表示画面を前記表示手段に表示させるよう画面を切り替える工程と
、を含む。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、手動による画面切り替え操作を必要とすることなく、状況に応じた情
報を自動的に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】モニタリングシステムのシステム構成図である。
【図２】ベッドサイド端末の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】履歴テーブルのデータ構成例を示す図である。
【図４】表示画面対応テーブルのデータ構成例を示す図である。
【図５】ベッドサイド端末により実行される処理を示すフローチャートである。
【図６】（ａ）は、正常状態のＳｐＯ２の測定値の例である。（ｂ）は、異常発生時のＳ
ｐＯ２の測定値の例である。（ｃ）は、気道閉塞の予兆検出時のＳｐＯ２の測定値の例で
ある。
【図７】（ａ）は、通常画面の例である。（ｂ）～（ｄ）は、イベント検出時の表示画面
の例である。
【図８】表示画面の優先順位の決め方を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。ただし、発明の範囲は
、図示例に限定されない。
【００２２】
〔モニタリングシステムの構成〕
　図１に、本実施の形態におけるモニタリングシステム１００のシステム構成を示す。
　図１に示すように、モニタリングシステム１００は、病室内の各ベッドに設けられた情
報処理装置としてのベッドサイド端末１０と、ナースステーションに設けられたモニタリ
ング装置４０と、看護師等の医療従事者が携帯する移動用分散端末５０と、を備えて構成
されている。ベッドサイド端末１０とモニタリング装置４０とは、無線通信により相互に
データ通信可能となっている。また、モニタリング装置４０と移動用分散端末５０とは、
無線通信により相互にデータ通信可能となっている。なお、ベッドサイド端末１０、移動
用分散端末５０の台数は、特に限定されない。
【００２３】
　ベッドサイド端末１０は、各患者のベッドサイドに設置され、パルスオキシメータ２０
や呼吸センサ３０から患者の生体情報を取得し、測定結果を表示する。また、ベッドサイ
ド端末１０は、生体情報の測定結果をモニタリング装置４０に送信する。また、ベッドサ
イド端末１０は、医療従事者が患者に処置を行う際に必要な情報を表示したり、どのよう
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な処置を施したかを入力したりする時に用いられる。
【００２４】
　パルスオキシメータ２０は、患者の指先等の生体部位に装着され、経皮的動脈血酸素飽
和度（ＳｐＯ２）や脈拍数等の生体情報を測定する機器である。
　呼吸センサ３０は、呼吸波形や１分当たりの呼吸数等の生体情報を測定する機器である
。
【００２５】
　モニタリング装置４０は、制御部、操作部、表示部、計時部、通信部、記憶部等を備え
るコンピューター装置であり、ベッドサイド端末１０により収集された各患者の測定デー
タ（生体情報）を一元管理する。モニタリング装置４０の表示部は、複数のベッドサイド
端末１０の生体情報を含む基本画面を表示する。例えば、モニタリング装置４０の基本画
面には、各ベッドサイド端末１０の表示画面（測定データの数値のみが表示された画面）
が複数並べられて表示される。ナースステーションでは、モニタリング装置４０で各患者
の容体の変化を把握することができる。また、モニタリング装置４０は、移動用分散端末
５０に各患者の測定データを送信する。
【００２６】
　移動用分散端末５０は、制御部、操作部、表示部、計時部、通信部、記憶部等を備える
携帯型端末であり、モニタリング装置４０から送信された各患者の測定データ（生体情報
）を表示する。移動用分散端末５０の表示部は、表示領域が小さいため、例えば、移動用
分散端末５０の表示部には、基本画面として患者名又は患者ＩＤの一覧が表示されており
、一覧から患者名又は患者ＩＤが選択されると、選択された患者名又は患者ＩＤの生体情
報が表示される。これにより、医療従事者は、ナースステーション以外からも、各患者の
容体の変化を確認することができる。なお、ベッドサイド端末１０から移動用分散端末５
０に、直接各患者の測定データを送信可能としてもよい。
【００２７】
〔ベッドサイド端末の構成〕
　図２に、ベッドサイド端末１０の機能的構成を示す。
　図２に示すように、ベッドサイド端末１０は、制御部１１、操作部１２、表示部１３、
計時部１４、測定データＩ／Ｆ（インターフェース）部１５、ネットワークＩ／Ｆ部１６
、記憶部１７等を備えて構成されており、各部はバス１８により接続されている。
【００２８】
　制御部１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）等から構成され、ベッドサイド端末１０の各部の処理動作を統括的に制御する。具体的
には、ＣＰＵは、記憶部１７に記憶されている各種処理プログラムを読み出してＲＡＭに
展開し、当該プログラムとの協働により各種処理を行う。
【００２９】
　操作部１２は、各種スイッチ、各種機能ボタン等を備えており、これらの操作信号を制
御部１１に出力する。各種機能ボタンには、各種処置内容（痰吸引、体温測定等）、離床
（トイレ、入浴等）等を行ったことを入力するためのボタンが含まれている。また、操作
部１２は、所定のイベントに関する補足情報を入力するための入力手段として機能する。
【００３０】
　表示部１３は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等を備えて構成されており、制御部
１１から入力される表示信号の指示に従って、各種画面を表示する。表示部１３は、パル
スオキシメータ２０や呼吸センサ３０から取得された生体情報（測定値、測定波形等）を
表示する画面を含む複数の画面を切り替え表示可能となっている。
【００３１】
　計時部１４は、計時回路（ＲＴＣ：Real Time Clock）を有し、この計時回路により現
在日時を計時して制御部１１に出力する。また、計時部１４は、所定のタイミングから一
定時間を計測し、制御部１１に出力する。
【００３２】
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　測定データＩ／Ｆ部１５は、ケーブルを介して接続されたパルスオキシメータ２０、呼
吸センサ３０との間で、測定データのリアルタイム転送を含む有線通信を行う。測定デー
タＩ／Ｆ部１５は、患者の生体情報を取得する生体情報取得手段である。
【００３３】
　ネットワークＩ／Ｆ部１６は、無線ＬＡＮ（Local Area Network）、Bluetooth（登録
商標）、Ｗｉ－Ｆｉ等の無線通信により、モニタリング装置４０とデータの送受信を行う
ための無線インターフェースである。
【００３４】
　記憶部１７は、不揮発性の半導体メモリー等で構成されており、各種処理プログラム、
当該プログラムの実行に必要なパラメーターやファイル等を記憶している。例えば、記憶
部１７には、履歴テーブル１７１、表示画面対応テーブル１７２が記憶されている。
【００３５】
　履歴テーブル１７１には、所定のイベントに対して、所定の期間（以下、所定期間とい
う。）内に行われたユーザー操作に基づく表示部１３における画面遷移を示す画面遷移履
歴情報が対応付けられている。すなわち、履歴テーブル１７１を記憶する記憶部１７は、
履歴情報保存手段として機能する。所定期間として、所定のイベントが検出されてから一
定時間が経過するまでの期間を用いる。所定期間は、イベント種類（イベント内容）ごと
に別途設定できることとしてもよい。
【００３６】
　図３に、履歴テーブル１７１のデータ構成例を示す。履歴テーブル１７１には、イベン
ト情報、画面遷移履歴情報、補足情報が対応付けられている。なお、履歴テーブル１７１
は一例であり、図３に示した全ての情報を保存する必要はない。
　イベント情報には、イベント内容、イベント発生日時が含まれる。
　イベント内容は、検出されたイベントの内容である。例えば、イベント内容として、パ
ルスオキシメータ２０により測定されたＳｐＯ２の低下等の生体情報における異常の発生
、患者に対して行われた処置等が挙げられる。
　イベント発生日時は、イベントが発生した日時である。
【００３７】
　画面遷移履歴情報には、表示画面、画面表示順、画面表示時間、画面表示回数、作業者
ＩＤ、患者ＩＤが含まれる。
　表示画面は、イベントが発生した後に表示部１３に表示された表示画面を示す情報であ
る。表示画面として、例えば、デフォルト画面（呼吸数、ＳｐＯ２、脈拍数等の測定値を
含む画面）、ＳｐＯ２トレンドグラフ画面、患者情報画面、イベント履歴画面等がある。
　画面表示順は、表示画面が表示部１３に表示された順序である。
　画面表示時間は、表示画面が表示部１３に表示され続けた時間（秒）である。
　画面表示回数は、表示画面が表示部１３に表示された回数である。同じ内容の表示画面
が再度表示された場合には、当該表示画面に対応する「画面表示回数」が１ずつ増えてい
く。
　作業者ＩＤは、イベントの発生に伴い、患者に対して作業（処置等）を行った医療従事
者を示す識別情報である。
　患者ＩＤは、イベントの発生に係る患者を示す識別情報である。
【００３８】
　補足情報には、原因、処置内容が含まれる。
　原因は、イベントが発生した原因を示す情報である。
　処置内容は、イベントが発生した後に患者に対して行われた処置を示す情報である。
【００３９】
　表示画面対応テーブル１７２には、所定のイベントに対して、当該所定のイベントの後
に表示部１３に表示される表示画面が対応付けられている。
【００４０】
　図４に、表示画面対応テーブル１７２のデータ構成例を示す。表示画面対応テーブル１
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７２には、イベント内容、表示画面、優先順位、作業者ＩＤ、患者ＩＤが対応付けられて
いる。
　イベント内容は、自動画面切り替えの契機となるイベントの内容である。
　表示画面は、イベントが発生した後に表示部１３に表示される表示画面を示す情報であ
る。
　優先順位は、表示画面に対して設定された優先順位である。
　表示画面対応テーブル１７２では、一つのイベント内容に対して、複数の表示画面とそ
の優先順位を対応付けることができる。
【００４１】
　作業者ＩＤは、イベント内容に対する複数の表示画面とその優先順位の対応関係を用い
る対象となる医療従事者の作業者ＩＤである。
　患者ＩＤは、イベント内容に対する複数の表示画面とその優先順位の対応関係を用いる
対象となる患者の患者ＩＤである。
【００４２】
　また、記憶部１７には、ベッドサイド端末１０に対応する患者の患者情報が記憶されて
いる。患者情報には、患者識別情報（患者名、患者ＩＤ）、患者の病歴、注意事項、申し
送り事項等が含まれる。患者情報は、事前に入力するか、電子カルテの情報を外部機器か
ら取得することによって、記憶部１７に予め記憶させておく。
【００４３】
　制御部１１は、測定データＩ／Ｆ部１５によりパルスオキシメータ２０や呼吸センサ３
０から取得された患者の生体情報を表示する画面を含む複数の画面を表示部１３に切り替
えて表示させる。画面の切り替えには、ポップアップ画面の表示により追加情報を別画面
として表示させることも含まれる。
【００４４】
　制御部１１は、所定のイベントを検出する。すなわち、制御部１１は、検出手段として
機能する。例えば、制御部１１は、測定データＩ／Ｆ部１５により取得された患者の生体
情報の測定データに基づいて、所定のイベントとして、生体情報における異常の発生を検
出する。具体的には、制御部１１は、取得された患者の生体情報の測定データと、記憶部
１７に予め記憶されている閾値とを比較して、測定データが閾値を超えた場合に、容体悪
化を検出する。制御部１１は、一つの生体情報だけでなく、複数の生体情報の測定データ
を組み合わせて異常を検出してもよい。また、制御部１１は、操作部１２から或る処置が
行われたことが入力された場合に、所定のイベントとして、患者に対する処置を検出する
。
【００４５】
　制御部１１は、所定のイベントが検出された場合に、当該所定のイベントに対応付けら
れている表示画面を記憶部１７の表示画面対応テーブル１７２から読み出す。具体的には
、制御部１１は、所定のイベントが検出された場合に、当該所定のイベントに対応付けら
れている複数の表示画面のうち最も優先順位が高い表示画面を表示画面対応テーブル１７
２から読み出す。そして、制御部１１は、読み出された表示画面を表示部１３に表示させ
るよう画面を切り替える。すなわち、制御部１１は、表示制御手段として機能する。
【００４６】
　制御部１１は、所定のイベントに対して、所定期間内に行われたユーザー操作に基づく
表示部１３における画面遷移を示す画面遷移履歴情報を、記憶部１７の履歴テーブル１７
１に保存する。制御部１１は、イベントが検出されてから一定時間内に行われた画面操作
に対応する画面遷移履歴情報をイベント情報と対応付けて蓄積する。このように、制御部
１１は、イベント種類（イベント内容）ごとに、画面遷移履歴情報を蓄積していく。
【００４７】
　制御部１１は、記憶部１７の履歴テーブル１７１に保存されている所定のイベントに対
する画面遷移履歴情報に基づいて、記憶部１７（表示画面対応テーブル１７２）に記憶さ
れている所定のイベントに対応付けられている複数の表示画面とその優先順位を更新する
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。すなわち、制御部１１は、更新手段として機能する。例えば、制御部１１は、履歴テー
ブル１７１の画面遷移履歴情報の中で画面表示回数が多い表示画面の優先順位を高くする
。
【００４８】
　制御部１１は、操作部１２から所定のイベントに関する補足情報が入力された場合に、
当該補足情報を所定のイベントと対応付けて、記憶部１７の履歴テーブル１７１に保存す
る。
　具体的には、制御部１１は、過去に発生したイベントの一覧を表示部１３に表示させる
。ユーザーは、操作部１２からの操作により、イベント一覧から対象とするイベントを指
定して、このイベントに関する補足情報を入力する。例えば、操作部１２に設けられたボ
タンの押下により、イベントの原因や処置内容等の補足情報を入力してもよいし、操作部
１２から文字入力することで補足情報を入力してもよい。なお、音声入力手段により補足
情報を入力し、音声をテキストデータに変換することとしてもよい。
【００４９】
〔ベッドサイド端末の動作〕
　次に、ベッドサイド端末１０における動作について説明する。
　図５は、ベッドサイド端末１０により実行される処理を示すフローチャートである。こ
の処理は、制御部１１のＣＰＵと記憶部１７に記憶されているプログラムとの協働による
ソフトウェア処理によって実現される。
【００５０】
　制御部１１は、測定データＩ／Ｆ部１５を介して、パルスオキシメータ２０及び呼吸セ
ンサ３０から患者の生体情報の測定データを継続的に取得している。具体的には、制御部
１１は、パルスオキシメータ２０からＳｐＯ２、脈拍数等の測定データを取得し、呼吸セ
ンサ３０から呼吸波形や呼吸数等の測定データを取得する。
【００５１】
　制御部１１は、イベントを検出したか否かを判断する（ステップＳ１）。例えば、制御
部１１は、パルスオキシメータ２０又は呼吸センサ３０から取得した生体情報の測定デー
タにおいて異常が発生したか否かを判断する。また、制御部１１は、操作部１２からの入
力により、所定のイベント（痰吸引、体温測定等）が実施されたことを検出することとし
てもよい。また、制御部１１は、ベッドサイドに設置されている離床センサー（図示せず
）の出力信号に基づいて、患者の離床というイベントを検出することとしてもよい。
【００５２】
　生体情報の測定データにおける異常の検出方法について、ＳｐＯ２を例にして説明する
。図６（ａ）～（ｃ）において、横軸は時間、縦軸はＳｐＯ２の測定値である。
　図６（ａ）は、正常状態の例である。ＳｐＯ２の測定値がほぼ一定である場合には、正
常状態であると判断する。
【００５３】
　図６（ｂ）は、異常発生時の例である。ＳｐＯ２の測定値が急激に低下した場合には、
異常が発生したと判断する。ＳｐＯ２のグラフの傾きについて、測定値が急激に低下した
と判断する範囲を予め定めておく。
【００５４】
　なお、或る期間の測定値の変化の傾向を捉えることで、異常発生の予兆を検出すること
としてもよい。
　図６（ｃ）は、気道閉塞の予兆検出時の例である。痰が詰まるとＳｐＯ２の測定値が徐
々に低下していくので、痰詰まりによる気道閉塞が予測される。ＳｐＯ２低下時の傾き及
び期間について、測定値が徐々に低下していくと判断する範囲を予め定めておく。
【００５５】
　ステップＳ１において、イベントが検出されない場合には（ステップＳ１；ＮＯ）、ス
テップＳ１に戻る。
　ステップＳ１において、イベントが検出された場合には（ステップＳ１；ＹＥＳ）、制
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御部１１は、検出されたイベントに対応付けられている表示画面を、記憶部１７の表示画
面対応テーブル１７２から読み出す（ステップＳ２）。具体的には、制御部１１は、表示
画面対応テーブル１７２において、検出されたイベントに対応付けられている複数の表示
画面のうち最も優先順位が高い表示画面を読み出す。
【００５６】
　より詳細には、制御部１１は、表示画面対応テーブル１７２において、検出されたイベ
ント、ベッドサイド端末１０の近くにいる医療従事者の作業者ＩＤ、ベッドサイド端末１
０に対応する患者の患者ＩＤの組み合わせに対応付けられている複数の表示画面のうち最
も優先順位が高い表示画面を読み出す。
【００５７】
　ここで、作業者ＩＤは、予めベッドサイド端末１０に登録されていてもよいし、作業時
に操作部１２から入力されることとしてもよい。あるいは、医療従事者が携帯するカード
に付されたバーコードからバーコードリーダーにより作業者ＩＤを読み取ることとしても
よいし、医療従事者が携帯するカードや電子機器に記憶されている作業者ＩＤをＮＦＣ（
Near Field Communication）規格の通信により取得することとしてもよい。
　また、患者ＩＤは、予めベッドサイド端末１０に登録されていてもよいし、作業者ＩＤ
と同様の方法で取得することとしてもよい。
【００５８】
　次に、制御部１１は、読み出された表示画面を表示部１３に表示させるよう画面を切り
替える（ステップＳ３）。
【００５９】
　図７（ａ）は、表示部１３に表示される通常画面１３１の例であり、図７（ｂ）～（ｄ
）は、表示部１３に表示されるイベント検出時の表示画面１３２～１３４の例である。
　図７（ａ）に示す通常画面１３１には、呼吸数、ＳｐＯ２、脈拍数の現在の値６１～６
３、呼吸波形６４、脈波波形６５が表示されている。
【００６０】
　イベント検出時には、例えば、図７（ｂ）に示す表示画面１３２のように、ＳｐＯ２の
トレンドグラフ（時系列データ）６６を表示するように画面を切り替える。トレンドグラ
フ６６を表示することで、過去データの推移を提示することができ、容体変化の傾向が分
かりやすくなる。なお、図７（ｂ）では、ＳｐＯ２のトレンドグラフのみを表示している
が、呼吸数や脈拍数のトレンドグラフを同時に表示してもよい。
【００６１】
　また、制御部１１は、図７（ｃ）に示す表示画面１３３のように、イベント検出時に患
者情報６７を表示させることとしてもよい。患者によっては、合併症等の可能性があるた
め、患者の病歴、申し送り事項等の情報を表示する。患者情報の表示の有無は、ユーザー
（医療従事者）ごとに選択できてもよい。
【００６２】
　また、制御部１１は、図７（ｄ）に示す表示画面１３４のように、イベント検出時にイ
ベント履歴６８を表示させることとしてもよい。イベント履歴６８として、例えば、過去
のイベント情報（食事、トイレ、痰吸引等）、イベントからの経過時間、次回のイベント
の予定（予定時刻等）を表示させる。前回の痰吸引実施からの経過時間を表示することで
、次回吸引タイミングの参考とすることができる。
【００６３】
　また、表示画面対応テーブル１７２に、生体情報の異常等のイベントに対応する病状や
処置を表示する表示画面が予め登録されていることとしてもよい。例えば、「ＳｐＯ２の
低下」というイベントに対しては、痰が詰まっている可能性が高いため、「痰の吸引」と
いう処置を促す表示を行う。また、「高脈拍数」というイベントに対しては、「心房細動
の可能性が高い」等、可能性のある原因を表示することとしてもよい。
【００６４】
　さらに、制御部１１は、生体情報において異常が発生した場合、異常が発生した生体情
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報を強調表示させることとしてもよい。例えば、制御部１１は、表示画面内の異常が発生
した生体情報の色を変えたり、異常が発生した生体情報を点滅させたり、異常値を拡大さ
せたりする。
【００６５】
　なお、イベント検出時に、イベントとは直接関係がなくても、病状に関連する生体情報
を強調表示することとしてもよい。例えば、肺に疾患がある患者には、呼吸器の状態を表
すＳｐＯ２を常に強調表示する。
【００６６】
　ステップＳ３の後、制御部１１は、所定期間内に、操作部１２から画面切り替え操作が
あったか否かを判断する（ステップＳ４）。本実施の形態では、制御部１１は、計時部１
４にイベントが検出されてから一定時間を計測させ、イベントが検出されてから一定時間
が経過するまでの期間内に、画面切り替え操作があったか否かを判断する。
【００６７】
　所定期間内に、操作部１２から画面切り替え操作があった場合には（ステップＳ４；Ｙ
ＥＳ）、制御部１１は、所定期間内に行われたユーザー操作に基づく表示部１３における
画面遷移を示す画面遷移履歴情報を、イベントと対応付けて記憶部１７の履歴テーブル１
７１に保存する（ステップＳ５）。具体的には、制御部１１は、イベント内容、イベント
発生日時、表示画面、画面表示順、画面表示時間、画面表示回数、作業者ＩＤ、患者ＩＤ
を対応付けて履歴テーブル１７１に保存する。
【００６８】
　制御部１１は、「イベント内容」として、ステップＳ１で検出されたイベントの内容を
履歴テーブル１７１に格納する。
　制御部１１は、「イベント発生日時」として、イベントが検出された際に、計時部１４
から取得した現在日時を履歴テーブル１７１に格納する。
　制御部１１は、画面切り替え操作に応じて表示部１３に表示された各表示画面について
、「表示画面」、「画面表示順」、「画面表示時間」、「画面表示回数」を履歴テーブル
１７１に格納する。ステップＳ３で自動的に切り替えられた表示画面については、今回の
画面遷移履歴情報として残してもよいし、今回の画面遷移履歴情報から除外してもよい。
【００６９】
　制御部１１は、「作業者ＩＤ」として、患者に対する処置を行う医療従事者の作業者Ｉ
Ｄを履歴テーブル１７１に格納する。
　制御部１１は、「患者ＩＤ」として、ベッドサイド端末１０が設けられたベッドを使用
する患者の患者ＩＤを履歴テーブル１７１に格納する。
　履歴を残す際に作業者ＩＤ及び患者ＩＤと対応付けておくことで、医療従事者（ユーザ
ー）ごと、又は、患者ごとの表示画面の傾向を解析することができる。
【００７０】
　次に、制御部１１は、記憶部１７の履歴テーブル１７１に保存されている、今回検出さ
れたイベントと同じイベントに対する画面遷移履歴情報に基づいて、記憶部１７の表示画
面対応テーブル１７２の、今回検出されたイベントと同じイベントに対応付けられている
複数の表示画面とその優先順位を更新する（ステップＳ６）。具体的には、制御部１１は
、ステップＳ１で検出されたイベントと同じイベント、ベッドサイド端末１０の近くにい
る医療従事者の作業者ＩＤ、ベッドサイド端末１０に対応する患者の患者ＩＤの組み合わ
せ（以下、対象組み合わせという。）を含むレコードを履歴テーブル１７１から抽出し、
表示画面対応テーブル１７２の対象組み合わせ（イベント、作業者ＩＤ、患者ＩＤ）に対
応する表示画面とその優先順位に反映させる。
【００７１】
　より詳細には、制御部１１は、記憶部１７の履歴テーブル１７１から抽出されたレコー
ドの画面遷移履歴情報の画面表示順、画面表示時間、画面表示回数から、表示画面対応テ
ーブル１７２において対象組み合わせに対応付けられている表示画面の優先順位を決める
。
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　例えば、制御部１１は、履歴テーブル１７１から抽出されたレコードについて、各表示
画面の画面表示順の平均を求め、この平均画面表示順の早さで、各表示画面の優先順位を
決める。具体的には、平均画面表示順がより早い表示画面の優先順位を高くする。
　また、制御部１１は、履歴テーブル１７１から抽出されたレコードについて、各表示画
面の画面表示時間の平均を求め、この平均画面表示時間の長さで、各表示画面の優先順位
を決めることとしてもよい。具体的には、平均画面表示時間がより長い表示画面の優先順
位を高くする。
　また、制御部１１は、履歴テーブル１７１から抽出されたレコードについて、各表示画
面の画面表示回数の平均を求め、この平均画面表示回数の多さで、各表示画面の優先順位
を決めることとしてもよい。具体的には、平均画面表示回数がより多い表示画面の優先順
位を高くする。
【００７２】
　また、制御部１１は、画面表示順の早さ及び画面表示時間の長さの組み合わせに基づい
て、各表示画面の優先順位を決めることとしてもよい。例えば、図８（ａ）に示すように
、画面表示順の早い順に高いウェイトを与え、このウェイトと画面表示時間とを掛け合わ
せた値の大きさ（図８（ａ）における面積７１，７２の大きさ）で優先順位を決める。
　図８（ａ）では、一つの画面表示順に対してはウェイトを一定としたが、図８（ｂ）に
示すように、イベント発生からの経過時間に応じてウェイトを徐々に低くしていき、この
ウェイトを関数として、各表示画面が表示されていた時間幅で積分した値（図８（ｂ）に
おける面積８１，８２の大きさ）で優先順位を決めることとしてもよい。
【００７３】
　ステップＳ６の後、又は、ステップＳ４において、所定期間内に、操作部１２から画面
切り替え操作がなかった場合には（ステップＳ４；ＮＯ）、制御部１１は、操作部１２か
らイベントに関する補足情報の入力があったか否かを判断する（ステップＳ７）。具体的
には、操作部１２に設けられたボタンが押下されることで、補足情報として、イベントが
発生した原因、イベント発生に対して行われた処置等が入力される。
【００７４】
　操作部１２からイベントに関する補足情報の入力があった場合には（ステップＳ７；Ｙ
ＥＳ）、制御部１１は、入力された補足情報をイベントと対応付けて、記憶部１７の履歴
テーブル１７１に保存する（ステップＳ８）。具体的には、制御部１１は、イベントの原
因や処置内容等の補足情報を、ステップＳ１で検出されたイベントと対応付けて、履歴テ
ーブル１７１に格納する。
【００７５】
　なお、ステップＳ１で検出されたイベント以外のイベントに対して補足情報を入力する
場合には、ユーザーがイベント一覧から目的のイベントを指定して、このイベントに関す
る補足情報を入力すればよい。
【００７６】
　ステップＳ８の後、又は、ステップＳ７において、操作部１２からイベントに関する補
足情報の入力がなかった場合には（ステップＳ７；ＮＯ）、ベッドサイド端末１０におけ
る処理が終了する。
【００７７】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、生体情報の測定データにおいて異常が検
出された場合等、イベントが発生した場合に、当該イベントに対応付けられている表示画
面に切り替えるので、手動による画面切り替え操作を必要とすることなく、状況に応じた
情報を自動的に表示することができる。これにより、ユーザーの手間が軽減され、患者へ
の対応に集中することができる。
【００７８】
　また、イベントに対応付けられている複数の表示画面のうち最も優先順位が高い表示画
面を自動的に表示することができる。なお、ステップＳ３において、イベントに対応付け
られている複数の表示画面を、その優先順位に従って、順に切り替えて表示することとし
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てもよい。この場合、画面を切り替える時間間隔は、予め定められていてもよいし、履歴
テーブル１７１において、表示対象の表示画面に対応する画面表示時間に基づいて決定さ
れてもよい。
【００７９】
　また、イベント検出から一定時間内に行われたユーザー操作に基づく画面遷移を示す画
面遷移履歴情報をイベント情報と対応付けて履歴テーブル１７１に保存しておき、表示画
面対応テーブル１７２においてイベントに対応付けられている複数の表示画面とその優先
順位を更新するので、実際に操作された画面遷移に基づいて、ユーザーが望む表示画面を
学習していくことができる。
【００８０】
　例えば、患者ごとに生体情報の傾向や病状が異なるため、患者ごとに画面遷移履歴情報
のデータを蓄積することで、患者ごとに最適な画面を表示することが可能となる。
　また、医療従事者（例えば、ベテラン、新人等）ごとに見たい情報が異なるため、医療
従事者ごとに画面遷移履歴情報のデータを蓄積することで、医療従事者ごとに最適な画面
を表示することが可能となる。
【００８１】
　また、イベントの原因（痰詰まりによる気道閉塞等）、医療従事者が行った処置内容（
痰吸引等）等も、イベントに関する補足情報として、画面遷移履歴情報とともに保存する
ことができる。
【００８２】
　なお、上記実施の形態における記述は、本発明に係る情報処理装置の例であり、これに
限定されるものではない。装置を構成する各部の細部構成及び細部動作に関しても本発明
の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能である。
【００８３】
　例えば、上記実施の形態では、所定のイベントと対応付ける表示画面に係る画面切り替
え操作が行われる「所定期間」として、所定のイベントが検出されてから一定時間が経過
するまでの期間を用いる場合について説明したが、所定のイベントが生体情報における異
常の発生である場合に、「所定期間」を、生体情報における異常の発生が検出されている
期間とすることとしてもよい。この場合、生体情報が異常値を示している間に行われた画
面切り替え操作に基づく画面遷移履歴情報を、所定のイベントに関連するものとして保存
することができる。
【００８４】
　また、所定のイベントが生体情報における異常の発生である場合に、「所定期間」を、
生体情報における異常の発生が検出されてから、生体情報における異常が解消された後一
定時間が経過するまでの期間とすることとしてもよい。異常が解消されるまでは、看護処
置を優先し、患者の容体が安定してから画面切り替え操作を行う可能性があるため、異常
が解消された後一定時間が経過するまでは、所定のイベントに関連する画面切り替え操作
として扱うことが望ましい。
【００８５】
　また、上記実施の形態では、履歴テーブル１７１において、イベントに対して画面遷移
履歴情報を保存する際に、作業者ＩＤ及び患者ＩＤと対応付けておき、表示画面対応テー
ブル１７２においても、作業者ＩＤごと、患者ＩＤごとに分けて、イベントと表示画面と
の対応関係を管理する場合について説明したが、特に必要がない場合には、履歴テーブル
１７１及び表示画面対応テーブル１７２から作業者ＩＤ及び患者ＩＤの区分をなくしても
よい。例えば、作業者ＩＤの区分をなくすことで、各医療従事者の操作に基づく画面遷移
履歴情報を共通の経験として、表示画面対応テーブル１７２に反映させることができる。
また、患者ＩＤの区分をなくすことで、各患者を対象とした医療従事者の操作に基づく画
面遷移履歴情報を、表示画面対応テーブル１７２に反映させることができる。
【００８６】
　また、上記実施の形態では、イベントが検出された場合に、当該イベントに対応付けら
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れている表示画面に切り替える場合について説明したが、或るイベントが発生した時から
の経過時間に基づいて、次回のイベントの発生時期を予測することとしてもよい。例えば
、或るイベントが発生した日時に基づいて、次回のイベント予定日時を算出し、この次回
のイベント予定日時となった場合に、表示画面を切り替えることとしてもよい。
【００８７】
　また、生体情報の測定データから患者の異常状態だけでなく、パルスオキシメータ２０
や呼吸センサ３０等の装置の異常を検出し、装置の異常に対応する表示画面を表示するこ
ととしてもよい。
【００８８】
　また、ベッドサイド端末１０が測定機器、治療機器と何らかの方法で接続されており、
機器側の動作に連動して、測定、処置等が行われたというイベントを自動的に検出するこ
ととしてもよい。例えば、ベッドサイド端末１０が痰吸引の装置と接続されている場合に
は、患者に対して痰の吸引が実施された際に、痰吸引の装置から吸引動作を示す情報を取
得することで、痰吸引のイベントを検出することができる。
【００８９】
　また、上記実施の形態では、ベッドサイド端末１０における操作に基づく画面遷移履歴
情報を表示画面対応テーブル１７２に反映させることとしたが、元々学習済みのモデルを
使用して表示画面対応テーブル１７２を作成することとしてもよい。つまり、表示画面対
応テーブル１７２の作成に当たり、リアルタイムに取得した画面遷移履歴情報のデータで
常に学習し続けてもよいし、過去に取得したデータを用いて学習させることとしてもよい
。
【００９０】
　また、ベッドサイド端末１０の表示部１３において、一画面のみではなく、複数の画面
を同時に表示できるようにしてもよい。
　また、ベッドサイド端末１０の表示部１３に、処置手順や処置結果の入力画面を表示さ
せ、処置内容を入力しやすくしておいてもよい。
【００９１】
　また、モニタリング装置４０からの操作により、ベッドサイド端末１０に表示させる表
示画面（画面名のみでも可）を選択し、選択された表示画面を示す情報をモニタリング装
置４０からベッドサイド端末１０に無線で送信することとしてもよい。あるいは、移動用
分散端末５０からの操作により、ベッドサイド端末１０に表示させる表示画面（画面名の
みでも可）を選択し、選択された表示画面を示す情報を移動用分散端末５０からモニタリ
ング装置４０に無線で送信し、さらに、モニタリング装置４０からベッドサイド端末１０
に無線で送信することとしてもよい。このようにして、看護師が該当患者の病室に行く前
に、ベッドサイド端末１０の画面表示を予め設定しておくことも可能とする。
【００９２】
　また、ベッドサイド端末１０において、患者に対して必要な処置内容を推定できる場合
には、ベッドサイド端末１０からモニタリング装置４０にその処置内容を通知し、これか
ら実施する処置に必要な準備物の一覧をモニタリング装置４０に表示してもよい。
【００９３】
　また、イベント発生の条件として用いる閾値（容体悪化を検出するために生体情報の測
定データと比較する閾値）を、患者の状態の変化等に基づいて、更新することとしてもよ
い。例えば、ベッドサイド端末１０の制御部１１は、患者の処置を行った前後の生体情報
の測定データから、処置による効果指標を取得する。効果指標とは、患者に対して行われ
た処置によって効果が出ているかどうかを示す指標となるものである。そして、制御部１
１は、処置後の測定データ及び効果指標に基づいて、記憶部１７に記憶されている閾値を
更新する。これにより、患者の状態に合わせて閾値を更新することができ、患者の状態に
合った処置を行うことが可能となる。
【００９４】
〔変形例〕
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　次に、上記実施の形態の変形例について説明する。
　変形例におけるモニタリングシステムは、上記実施の形態に示したモニタリングシステ
ム１００と同様の構成であるため、上記実施の形態と同一の符号を用い、共通する部分の
説明を省略する。以下、変形例に特徴的な構成及び処理について説明する。
【００９５】
　変形例では、モニタリング装置４０及び移動用分散端末５０においても、患者の容体が
変化した場合やイベントが発生した際に、手動で切り替えることで、ベッドサイド端末１
０と同様の詳細情報（トレンドグラフ、患者情報、イベント履歴等）を表示可能とする。
【００９６】
　ベッドサイド端末１０の制御部１１は、ベッドサイド端末１０との間でデータ通信可能
な表示装置としてのモニタリング装置４０に対して、表示部１３に表示される表示画面と
同じ画面を表示するための情報を、ネットワークＩ／Ｆ部１６を介して送信する。すなわ
ち、制御部１１は、送信制御手段として機能する。表示部１３に表示される表示画面と同
じ画面を表示するための情報としては、表示部１３に表示される表示画面の画像データで
もよいし、表示部１３に表示される表示画面を特定可能な情報であってもよい。
　モニタリング装置４０の制御部は、所定のイベントに対して、所定期間内に行われたユ
ーザー操作に基づくモニタリング装置４０の表示部における画面遷移を示す第２の画面遷
移履歴情報（表示画面、画面表示順、画面表示時間、画面表示回数、作業者ＩＤ、患者Ｉ
Ｄ等）を、モニタリング装置４０の記憶部に保存する。モニタリング装置４０は、図３に
示した履歴テーブル１７１の内容に加え、装置情報（モニタリング装置４０の識別情報）
を対応付けて保存する。
【００９７】
　ベッドサイド端末１０の制御部１１は、所定のイベントに対して、所定期間内に行われ
たユーザー操作に基づくモニタリング装置４０における画面遷移を示す第２の画面遷移履
歴情報を、ネットワークＩ／Ｆ部１６を介してモニタリング装置４０から取得する。すな
わち、制御部１１は、履歴情報取得手段として機能する。具体的には、制御部１１は、所
定のイベントに対する第２の画面遷移履歴情報に加え、モニタリング装置４０の装置情報
を取得する。
　制御部１１は、モニタリング装置４０から取得した所定のイベントに対する第２の画面
遷移履歴情報及びモニタリング装置４０の装置情報を記憶部１７に記憶させる。具体的に
は、制御部１１は、履歴テーブル１７１と同様の内容に加え、モニタリング装置４０の装
置情報を対応付けて、外部装置履歴テーブルに保存する。
【００９８】
　また、ベッドサイド端末１０の制御部１１は、ベッドサイド端末１０との間でモニタリ
ング装置４０を介してデータ通信可能な表示装置としての移動用分散端末５０に対して、
表示部１３に表示される表示画面と同じ画面を表示するための情報を、ネットワークＩ／
Ｆ部１６及びモニタリング装置４０を介して送信する。なお、ベッドサイド端末１０から
移動用分散端末５０に直接情報を送信可能としてもよい。
　移動用分散端末５０の制御部は、所定のイベントに対して、所定期間内に行われたユー
ザー操作に基づく移動用分散端末５０の表示部における画面遷移を示す第２の画面遷移履
歴情報（表示画面、画面表示順、画面表示時間、画面表示回数、作業者ＩＤ、患者ＩＤ等
）を、移動用分散端末５０の記憶部に保存する。移動用分散端末５０は、図３に示した履
歴テーブル１７１の内容に加え、装置情報（移動用分散端末５０の識別情報）を対応付け
て保存する。
【００９９】
　ベッドサイド端末１０の制御部１１は、所定のイベントに対して、所定期間内に行われ
たユーザー操作に基づく移動用分散端末５０における画面遷移を示す第２の画面遷移履歴
情報を、ネットワークＩ／Ｆ部１６及びモニタリング装置４０を介して移動用分散端末５
０から取得する。具体的には、制御部１１は、所定のイベントに対する第２の画面遷移履
歴情報に加え、移動用分散端末５０の装置情報を取得する。なお、ベッドサイド端末１０
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は、移動用分散端末５０から直接情報を取得可能としてもよい。
　制御部１１は、移動用分散端末５０から取得した所定のイベントに対する第２の画面遷
移履歴情報及び移動用分散端末５０の装置情報を記憶部１７に記憶させる。具体的には、
制御部１１は、履歴テーブル１７１と同様の内容に加え、移動用分散端末５０の装置情報
を対応付けて、外部装置履歴テーブルに保存する。
【０１００】
　ベッドサイド端末１０の制御部１１は、記憶部１７の履歴テーブル１７１に保存されて
いる所定のイベントに対するベッドサイド端末１０自身の画面遷移履歴情報に加え、さら
に、記憶部１７の外部装置履歴テーブルに保存されている所定のイベントに対する第２の
画面遷移履歴情報（モニタリング装置４０、移動用分散端末５０から取得した履歴情報）
に基づいて、記憶部１７（表示画面対応テーブル１７２）に記憶されている所定のイベン
トに対応付けられている複数の表示画面とその優先順位を更新する。第２の画面遷移履歴
情報に含まれる画面表示順、画面表示時間、画面表示回数に基づいて、各表示画面の優先
順位をどのように変更するかは、上記実施の形態と同様である。ここで、優先順位の変更
に、どの装置の履歴情報を使用するかを選択可能としてもよい。
【０１０１】
　変形例によれば、表示画面対応テーブル１７２に、モニタリング装置４０及び移動用分
散端末５０における画面切り替えにより得られた情報も反映されるので、ベッドサイド端
末１０以外の装置における画面遷移に関する情報を利用することができる。
【符号の説明】
【０１０２】
１０　ベッドサイド端末
１１　制御部
１２　操作部
１３　表示部
１４　計時部
１５　測定データＩ／Ｆ部
１７　記憶部
２０　パルスオキシメータ
３０　呼吸センサ
４０　モニタリング装置
５０　移動用分散端末
１００　モニタリングシステム
１７１　履歴テーブル
１７２　表示画面対応テーブル
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无需更改屏幕的手动操作即可自动显示与情况相对应的信息。解决方
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事件相关联的显示画面（步骤S2），并改变画面以将读取到的显示画面
显示在显示画面关联表中。 显示部分（步骤S3）。选定的图：图5
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